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本県では、県内市町村、地域包括支援センターの皆さまが高齢者虐待対応の

実務に役立てることのできるツールとして、平成 22 年度に「熊本県高齢者虐

待対応ハンドブック」を作成しました。 

「〇〇について知りたい場合どのマニュアルを参照すれば良いのか？」 

「通報、虐待があった場合の県とのやり取りの方法や様式は？」 

「県主催の高齢者権利擁護の研修にはどのようなものがあるのか？」 

このような内容を中心にコンパクトにまとめていますので、ぜひご活用くだ

さい。 
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１ 高齢者虐待対応と養護者支援に関するマニュアル 
 

高齢者虐待対応と養護者支援についての主なマニュアルとしては、次の２つが

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（１）国マニュアル 

「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」 

（令和７年3月 厚生労働省老健局） 

https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001452977.pdf 

 

こんなことが知りたいときに 項目 

・高齢者虐待とは？（定義） 

・養介護施設（従事者）とは？ 

・65 歳以上の障がい者への虐待対応は？ 

・ＤＶ法の対象となるケースは？ 

・セルフネグレクトへの対応は？ 

・65 歳未満の者への虐待対応は？ 

・高齢者虐待の具体的な（行為の）例は？ 

Ⅰ 高齢者虐待防止の基本 

 

・虐待対応等に必要な組織体制は？ 

・地域包括支援センターへの委託の根拠や 

 委託可能な範囲の事務内容は？ 

・リスク要因のある家庭や養護者の支援は？ 

・高齢者虐待が疑われるサインの例は？ 

・虐待対応の各段階の目的と留意点は？ 

・虐待対応の対応手順は？ 

Ⅱ 養護者による虐待への 

 対応（市町村における業務） 

 

 

（１）国マニュアル 

「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」 

（令和７年 3月 厚生労働省老健局） 

 

 

 

（２）（社）日本社会福祉士会（現：（公社）日本社会福祉士会）マニュアル 
 

  ①「市町村・地域包括支援センター・都道府県のための養護者による 

高齢者虐待対応の手引き」（平成23年３月） 
 

  ②「市町村・都道府県のための養介護施設従事者等による高齢者虐待対応

の手引き」（平成24年 3月） 

  

 

法制度や虐待対応の基本的
な考え方等について記載 
 

 

かん 

虐待対応の流れや留意点等
について記載 
 

 

かん 
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こんなことが知りたいときに 項目 

・介入拒否時の対応のポイントは？ 

・緊急性が高いと判断されるケースは？ 

・養護者との分離の手段の例や根拠は？ 

・成年後見制度の活用や市町村長申立ての 

 流れは？ 

Ⅱ 養護者による虐待への 

 対応（市町村における業務） 

 

・指定権限者別の対応フローは？ 

・高齢者の居所と家族の住所地が違うときは？ 

・事実確認の方法は？ 

・事実確認の際の調査項目や留意点は？ 

・老人福祉法及び介護保険法の規定による

権限の行使は？ 

・養介護施設等への指導文書例や改善計画

例は？ 

・身体拘束に対する考え方は？ 

・高齢者虐待防止に向けた養介護施設等に

おける対策は？ 

Ⅲ 養介護施設従事者等に 

よる虐待への対応 

 

 

（２）（社）日本社会福祉士会（現：（公社）日本社会福祉士会）マニュアル 
 

①「市町村・地域包括支援センター・都道府県のための養護者による高齢者 

虐待対応の手引き」（平成23年３月） 

手引き https://www.jacsw.or.jp/csw/dataroom/kenri/gyakutai_taio/documents/01.pdf 

帳 票 https://www.jacsw.or.jp/csw/dataroom/kenri/gyakutai_taio/yougosha2.3.xls 

 
 

②「市町村・都道府県のための養介護施設従事者等による高齢者虐待対応の 

手引き」（平成 24年 3月） 

手引き https://www.jacsw.or.jp/csw/dataroom/kenri/gyakutai_taio/documents/03.pdf 

帳 票 https://www.jacsw.or.jp/csw/dataroom/kenri/gyakutai_taio/jyujisha1.2.doc 

https://www.jacsw.or.jp/csw/dataroom/kenri/gyakutai_taio/jyujisha1.2.xls 

 

実際に虐待対応が必要な場面では、本手引きに沿って進めるとともに、帳票を

活用することにより、初任者の方も適切に、漏れなく対応することができます。 

虐待対応の各段階において、個々の対応の法的根拠や具体的な対応例、Ｑ＆Ａ等

が豊富に掲載されていますので参照してください。 

また、本手引きと帳票を活用した研修として、県と（一社）熊本県社会福祉士会

とが共催で「高齢者虐待対応現任者標準研修」を実施しています。この研修の受講

により、虐待対応の流れや帳票の活用方法が習得できますので、ぜひ受講してく

ださい。 

 

https://www.jacsw.or.jp/csw/dataroom/kenri/gyakutai_taio/documents/03.pdf
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※その他、参考となる手引き 

「介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束ゼロへの手引き」 

（令和７年3月 厚生労働省老健局） 

https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001484658.pdf 

高齢者の尊厳を損なう不当な身体拘束は、施設だけでなく、当該高齢者の生活

する在宅においても確認されている現状を踏まえ、高齢者に対する不当な身体拘

束を廃止・防止するべく、介護施設に加えて、在宅における介護事業所と家族等も

対象とし、令和５年度老人保健健康増進等事業における「介護施設・事業所等に

おける身体拘束廃止・防止の取組推進に向けた調査研究事業」及び令和６年度の

厚生労働省委託事業「高齢者虐待の実態把握等のための調査研究事業」で設けた

委員会での検討を経て、「身体拘束ゼロへの手引き」を見直し「高齢者虐待対応国

マニュアル」の別冊として作成されました。 

身体拘束が例外的に身体的虐待に該当しない「緊急やむを得ない場合」の要件

及び手続きや、身体拘束をしない工夫などが掲載されています。 

令和６年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」

に基づく対応状況等に関する全国の調査結果では、被虐待高齢者のうち22.0％が

「身体拘束あり」でした。 

各市町村において、虐待の有無を判断される際や、養介護施設等へ指導・助言を

行う際にぜひ参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

  

あなたの市町村で虐待対応の体制は整備されていますか？ 

 全国、本県ともに、相談・通報件数や虐待判断件数は増加傾向にあり、これま

で虐待事案のなかった市町村においても虐待対応が求められる例が生じていま

す。もし相談・通報があった場合は、迅速に初動対応をとる必要がありますので、

日頃から研修への参加、マニュアル通読を通じて虐待対応の流れを把握し、庁内

の役割分担を決めておく、手引きを活用して帳票を整備しておく等、体制整備に

努めてください。 
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２ 高齢者虐待防止法上の市町村の役割 

 
高齢者虐待防止法では、以下について市町村が第一義的に責任を持つ役割を担

うことが規定されています。 

・ 高齢者虐待の防止 

・ 高齢者虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切な保護 

・ 適切な養護者に対する支援 
 
（１）養護者による高齢者虐待 

№ 市町村の役割 条文 

１ 高齢者や養護者に対する相談、指導、助言 第６条 

２ 

通報を受けた場合、速やかな高齢者の安全確認、通報等

に係る事実確認、高齢者虐待対応協力者と対応について

協議 

第９条第１項 

３ 
老人福祉法に規定する措置及びそのための居室の確保、

成年後見制度利用開始に関する審判の請求 

第 9 条第２項 

第 10 条 

４ 立入調査の実施 第 11 条 

５ 立入調査の際の警察署長に対する援助要請 第 12 条 

６ 
老人福祉法に規定する措置が採られた高齢者に対する 

養護者の面会の制限 
第 13 条 

7 
養護者に対する負担軽減のための相談、指導及び助言 

その他必要な措置 
第 14 条 

８ 専門的に従事する職員の確保 第 15 条 

９ 関係機関、民間団体等との連携協力体制の整備 第 16 条 

10 対応窓口、高齢者虐待対応協力者の名称の周知 第 18 条 
 
（２）養介護施設従事者等による高齢者虐待 

№ 市町村の役割 条文 

１ 対応窓口の周知 
第 21 条第 5 項 

第 18 条 

２ 通報を受けた場合の事実確認等  

３ 
養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る事項の 

都道府県への報告 
第 22 条 

４ 
高齢者虐待の防止及び被害高齢者の保護を図るための 

老人福祉法又は介護保険法に規定する権限の適切な行使 
第 24 条 

 
（３）財産上の不当取引による被害防止（第 27条） 

№ 市町村の役割 

１ 
養護者、親族又は養介護施設従事者等以外の第三者による財産上の不当 

取引の被害に関する相談の受付、関係部局・機関の紹介 

２ 
財産上の不当取引の被害を受け、又は受けるおそれのある高齢者に係る 

審判の請求 
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【参考】養護者に対する支援 

高齢者虐待防止法では、養護者の負担の軽減を図ること等養護者に対する支

援を行うことで、高齢者虐待を防止し、高齢者の権利利益の養護に資すること

とされています。 

令和 6 年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法

律」に基づく対応状況等に関する全国の調査結果では、養護者による虐待の発

生要因のうち虐待者側の要因として「介護疲れ・介護ストレス」が 57.2%、被

虐待者の状況として「認知症の症状」が58.1%、さらに家庭の要因として「経

済的困窮・債務（経済的問題）」が33.5%を占めています。 

養護者による虐待は、複合的な要因により発生するケースも少なくなく、対

応に苦慮されることもあるかと思いますが、高齢者虐待対応とともに、養護者

支援にも重きを置いて取り組んでいくことが大切です。 

以下に養護者支援に活用可能な相談窓口や啓発ツールをご紹介します。 

 

（１）相談窓口等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）認知症に関する啓発ツール（県作成） 

 

 

 

 

 

★認知症に関する相談（無料） 
熊本県認知症コールセンター（熊本市中央区上通３－１５） 

  電話番号 ０９６－３５５－１７５５ 
  開設日  水曜日を除く毎日（年末年始を除く） 
  開設時間 午前９時から午後５時まで 

★その他の相談窓口（費用その他詳細は各機関のＨＰを確認してください） 
 様々な法律問題（例：多重債務、相続等）に関する相談をしたいとき 

●熊本県弁護士会 

   https://kumaben.or.jp/soudan/  
 成年後見制度の利用に関する相談をしたいとき 

●（公社）成年後見センター・リーガルサポート熊本支部 
   https://lskumamoto.org/ 
 ●（一社）熊本県社会福祉士会ぱあとなあ熊本 
   https://www.jacsw.or.jp/citizens/seinenkoken/shokai.html 
   ※上記 URL は（公社）日本社会福祉士会のサイトのものです。 

 ●家庭版認知症ケアのポイント集「認知症の人とともに生きる」 
   https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/33/888.html 

 

⇒在宅で認知症の方を介護する家族の方向けに、認知症の方へのケアの仕方や 

相談窓口、利用できるサービスを掲載した冊子です。 

 

 ●「おやこでまなぶ・みんなで学ぼう認知症」（パンフレット、動画等） 
   https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/33/131741.html 

⇒多くの方に認知症を正しく理解していただくことを目的とした①パンフレット②動画
③認知症クイズ（リーフレット）。①②は小学生向け、一般向けの２種類があります。 

 

 

https://lskumamoto.org/
https://www.jacsw.or.jp/citizens/seinenkoken/shokai.html
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/33/888.html
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/33/131741.html
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３．養介護施設従事者等による虐待対応における県と市町村と

のやりとり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧
終
結
の
判
断 

 

④
虐
待
の
有
無
の
判
断 

 

 高齢者虐待防止法では、養介護施設従事者等による高齢者虐待の事実が認め

られた場合等に県へ報告するよう規定されています（第 22 条第 1 項）。 

 しかしながら、場合によっては、介護保険法や老人福祉法に基づく権限行使を

行う必要があることもあるため、本県では、市町村に通報があった段階で県にも

お電話で第一報（上図②）を入れていただくようお願いしております。 

 なお、県への報告は、虐待があったと判断した場合に加え、虐待がなかったと

判断した場合や判断ができなかった場合も、次ページの様式により行ってくだ

さい（上図⑤）。 

また、老人福祉法又は介護保険法の規定による権限を行使する場合等に必要

になりますので、改善計画書の写し等の提供に御協力ください。 

【フロー図】 

県認知症施策・地域ケア推進課が
概要をまとめ、高齢者支援課等、
関係部局と情報を共有します。 

 

 

22

県認知症施策・地域ケア推進課で
受け付け、高齢者支援課等、関係
部局と情報を共有します。 

 

 

①
虐
待
（
疑
い
）
の 

通
報
・
届
出 

 

③
事
実
確
認 

 

⑥
養
介
護
施
設
等
か
ら 

改
善
計
画
書
の
提
出 

 

⑦
モ
ニ
タ
リ
ン
グ 

 

※ 老人福祉法又は介護保険法の規定
による権限を行使する場合等、必要に
応じて、⑤の報告書以外の書類（改善
計画書の写し等）の提供に御協力くだ
さい。 
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４．法第 22 条第１項に基づく県への報告様式（本県独自様式） 

 

  年  月  日  

 

熊本県健康福祉部長寿社会局認知症施策・地域ケア推進課長 様 

 

養介護施設従事者等による高齢者虐待について（報告） 

 

            〇〇〇市町村長  

 

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第２２条第１項

の規定に基づき下記の通り報告する。 

 

１ 虐待の有無 

 虐待があった  虐待がなかった  判断できなかった 

判断の根拠： 

判断をした日 令和   年  月   日 

 

２ 相談・通報 

相談・通報受理日 年    月    日（  ） 

相談・通報者 a本人    b家族、親族    c当該施設・事業所職員 

d当該施設・事業所元職員    e施設・事業所の管理者  

f医療機関従事者（医者含）  ｇ介護支援専門員  h介護相談員 

i地域包括支援センター職員    j社会福祉協議会職員  

k国民健康保険団体連合会   l都道府県から連絡   m警察 

nその他(                                      )   o不明 

※該当するものを○で囲む 

３ 当該施設、事業所の情報 

施設・事業所名  

サービスの種類  事業所番号  

住所：                        TEL： 

当該施設等に対する過去の指導等 

（指導・権限行使・減算・苦情対応等） 
あり なし 

「あり」の場合詳細： 
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４ 事実確認調査状況 

事実確認調査日    年  月  日（  ）～   年  月  日（  ） 

被 虐 待 者 情 報    （人数：    人） 

性別 男 ・ 女 男 ・ 女 男 ・ 女 男 ・ 女 

年齢 歳 歳 歳 歳 

要介護区分     

認知症について あり・自立・不明 あり・自立・不明 あり・自立・不明 あり・自立・不明 

日常生活自立度     

心身の状況  

 

 

   

虐 待 者 情 報 

氏名     

性別 男 ・ 女 男 ・ 女 男 ・ 女 男 ・ 女 

生年月日     

年齢 歳 歳 歳 歳 

職種     

資格、職名等     

 ※職種が「介護職員」の場合、介護福祉士、介護初任者研修または無資格なのかを記載すること 

 

５ 虐待の内容 

虐 待 の 種 別 

身体的虐待 ・ 心理的虐待 ・ 介護世話の放棄放任 ・ 性的虐待 ・ 経済的虐待 

身体拘束 有・無 身体拘束の内容： 

被虐待者の死亡 有・無 虐待との関連： 

虐待の具体的な内容  

虐待の発生要因  

虐待の深刻度 

（４区分選択） 

□１（軽 度） 

医療や福祉など専門機関による治療やケアなどの介入の検討 

が必要な状態 

□２（中 度） 

権利侵害行為が繰り返されている、高齢者の心身への被害・

影響や生活に支障が生じている 

□３（重 度） 

権利侵害行為によって高齢者の身体面、精神面などに重大な 

健康被害が生じている、生活の継続に重大な支障が生じてい 

る。保護の検討が必要な状態 

□４（最重度） 

権利侵害行為によって高齢者の生命の危険や心身への重篤な 

影響、生活の危機的状況が生じている。直ちに保護が必要な 

状態 
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６ 市町村が行った対応 

老人福祉法、介護保険法上

の権限行使以外の対応 

□ 施設に対する指導（一般指導） 

□ 施設等からの改善計画の提出依頼 

※依頼文発出日：令和   年   月   日 

□ 虐待を行った養介護施設従事者等への注意・指導 

実施した場合の対応開始期日： 

介護保険法の規定に基づく

権限行使 

□ 報告徴収、質問、立入検査 

□ 改善勧告 

□ 改善勧告に従わない場合の公表 

□ 改善命令 

□ 指定効力の全部又は一部停止 

□ 指定取り消し 

□ 現在対応中 

□ その他

（                    ） 

権限行使開始期日： 

老人福祉法の規定に基づく

権限の行使 

□ 報告徴収、質問、立入検査 

□ 改善命令 

□ 事業の制限、停止、廃止 

□ 認可取り消し 

□ 現在対応中 

□ その他

（                    ） 

権限行使開始期日： 

※☑をいれる 

 

７ 虐待を行った養介護施設等において、改善措置が行われている場合にはその内容 

□ 施設等からの改善計画の提出 提出日： 

□ 介護保険法の規定に基づく勧告・命令等への対応 対応日： 

□ その他（                                  ） 

※☑をいれる 

 

担当者 
市町村名  所  属  

職 氏 名  連 絡 先  
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出典：令和３年度「高齢者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査」記入要領 

※ 従来の５区分から４区分に見直されたもの（虐待による被害の程度とともに、虐待行為の 

 反復性や継続期間等も勘案して判断する形式となった）。 
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５ 本県が実施する高齢者権利擁護関係研修 

本県では、高齢者の権利擁護に係る各種研修を実施しています。 
  市町村・地域包括支援センターの職員の皆さまにおかれましては、①の研修を

積極的に受講していただくとともに、管内の養介護施設等（特に虐待が発生した
養介護施設等）に対し、②の研修受講を勧奨してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

≪②養介護施設等向け≫※【】内は例年の開催時期であり、変更する可能性があります。 

有料老人ホーム等研修（施設長等研修）【8～9 月頃】 

対象：有料老人ホーム等の施設長及び従事者 

目的：高齢者虐待防止法の趣旨や身体拘束廃止の推進等、利用者の権利擁護の 

視点に立った介護と認知症の基礎的な事項への理解を推進する。 

 
権利擁護推進員養成研修（施設長等研修）※２日間【9 月、11 月】 

対象：介護施設等の施設長、介護主任等、施設等内で指導的立場にある方 

目的：講義・演習・自施設等実習等を通じて、介護現場での権利擁護のための 
取組を指導する人材を養成する。 

看護実務者研修 ※２日間 【10 月、12 月】 

対象：介護施設等で保健医療サービス及び福祉サービスを提供する看護職員 

目的：講義・演習等を通じて、権利擁護に必要な援助等を行うために必要な実

践的な知識・技術等を修得させる。 

 

≪①市町村・地域包括支援センター職員向け≫ 

 

 

高齢者権利擁護基礎研修 【6 月】 

目的：高齢者虐待防止法や成年後見制度等、高齢者権利擁護に関する基礎的な 

   知識の修得を図る。 

高齢者虐待対応現任者標準研修 ※従事者、養護者各３日間【7 月～11 月】 

 
目的：日本社会福祉会が開発したプログラムと研修教材を用いて高齢者虐待への

具体的な対応方法を修得する。 （県社会福祉士会との共催） 

市町村職員等高齢者権利擁護対応力向上研修 【1～２月】 

目的：高齢者権利擁護に係る知識の修得や具体的な事例の検討を通じ、市町村 

   等職員の対応力向上を図り、高齢者虐待の未然防止に繋げる。 

 
高齢者権利擁護事例研修 【１～2 月】 

目的：高齢者虐待に係る事例のうち、支援が困難なものへの対応について、グル

ープワーク形式で検討することにより、対応技術の向上を図る。 

 

※【】内は例年の開催時期であり、変更する可能性があります。 

★ 介護施設等向けの事業として、「認知症介護の質の向上支援事業」として、認
知症介護指導者のうち「マッパー」という資格を有する講師を介護施設等に派
遣して、客観的な評価をした上で助言を行う「認知症ケア・マッピング」も実
施しています。 

 

★ 市町村向けの事業として、高齢者虐待対応に係る市町村からの相談・質問に
対し、専門職（弁護士、司法書士、社会福祉士）が訪問又はオンラインにより
市町村の会議等に参加し、回答や助言を行う「高齢者虐待困難事例に対する相
談体制整備事業」も実施しています。 
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６．関係機関一覧 (県担当課は背表紙に記載) 

（１）市町村 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和７年４月１日現在）

市町村名 担当課 ＴＥＬ

熊本市 高齢福祉課 096-328-2963

八代市 高齢者支援課 0965-33-4436

人吉市 高齢者支援課 0966-22-2111

荒尾市 保険介護課(介護保険) 0968-63-1418

水俣市 いきいき健康課 0966-63-3051

玉名市 高齢介護課 0968-75-1339

山鹿市 長寿支援課 0968-43-1180

菊池市 高齢支援課 0968-25-7216

宇土市 高齢者支援課 0964-27-3320

上天草市 高齢者ふれあい課 0969-28-3378

宇城市 高齢介護課 0964-32-1406

阿蘇市 ほけん課 0967-22-3145

天草市 高齢者支援課 0969-24-8806

合志市 高齢者支援課 096-248-1126

美里町 福祉課 0964-47-1116

玉東町 福祉課 0968-85-3136

南関町 健康推進課 0968-57-9760

長洲町 福祉保健介護課 0968-78-3135

和水町 福祉課 0968-86-5724

大津町 介護保険課 096-293-0770

菊陽町 介護保険課 096-232-2366

南小国町 福祉課 0967-42-1117

小国町 福祉課 0967-46-2116

産山村 健康福祉課 0967-25-2212

高森町 健康推進課 0967-62-2911
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和７年４月１日現在）

市町村名 担当課 ＴＥＬ

西原村 住民福祉課(高齢者福祉) 096-279-3113

南阿蘇村 健康推進課 0967-67-2704

御船町 福祉課 096-282-2911

嘉島町 福祉課 096-237-2576

益城町 福祉課(高齢者福祉) 096-234-6113

甲佐町 福祉課 096-234-1114

山都町 福祉課 0967-72-1229

氷川町 福祉課 0965-52-5852

芦北町 福祉課 0966-83-9667

津奈木町 ほけん福祉課 0966-78-5555

錦町 保険政策課 0966-38-1113

多良木町 福祉課 0966-42-1255

湯前町 保健福祉課 0966-43-4112

水上村 保健福祉課 0966-44-0313

相良村 保健福祉課 0966-35-1032

五木村 保健福祉課 0966-37-2214

山江村 健康福祉課 0966-22-2232

球磨村 保健福祉課 0966-32-1112

あさぎり町 高齢福祉課 0966-45-7215

苓北町 福祉保健課 0969-35-1263
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（２）地域包括支援センター 
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17 
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（３）熊本県警察署 

 

 

 

所属名 郵便番号 住所 電話番号

熊本県警察本部 〒862-8610 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 096-381-0110

熊本中央警察署 〒860-0843 熊本市中央区草葉町5番13号 096-323-0110

熊本南警察署 〒860-0824 熊本市南区十禅寺3丁目3番28号 096-326-0110

熊本東警察署 〒862-8510 熊本市東区東町3丁目10番1号 096-368-0110

熊本北合志警察署 〒861-5514 熊本市北区飛田4丁目10番19号 096-341-0110

玉名警察署 〒865-0016 熊本県玉名市岩崎51番地 0968-74-0110

荒尾警察署 〒864-0027 熊本県荒尾市蔵満1863番地2 0968-68-5110

山鹿警察署 〒861-0512 熊本県山鹿市泉町102番地 0968-44-0110

菊池警察署 〒861-1331 熊本県菊池市隈府790番地 0968-24-0110

大津警察署 〒869-1235 熊本県菊池郡大津町室676番地 096-294-0110

小国警察署 〒869-2501 熊本県阿蘇郡小国町宮原1806番地 0967-46-2110

阿蘇警察署 〒869-2225 熊本県阿蘇市黒川1306番地1 0967-35-5110

高森警察署 〒869-1602 熊本県阿蘇郡高森町高森1432番地 0967-62-0110

御船警察署 〒861-3206 熊本県上益城郡御船町辺田見406番地4 096-282-1110

山都警察署 〒861-3512 熊本県上益城郡山都町下馬尾414番地5 0967-72-0110

宇城警察署 〒869-0532 熊本県宇城市松橋町久具359番地2 0964-33-0110

八代警察署 〒866-0863 熊本県八代市西松江城町11番40号 0965-33-0110

芦北警察署 〒869-5461 熊本県葦北郡芦北町芦北2784番地4 0966-82-3110

水俣警察署 〒867-0003 熊本県水俣市ひばりケ丘3番1号 0966-62-0110

人吉警察署 〒868-0072 熊本県人吉市西間下町1014番地 0966-24-4110

多良木警察署 〒868-0501 熊本県球磨郡多良木町多良木3094番地1 0966-42-4110

天草警察署 〒863-0013 熊本県天草市今釜新町3530番地 0969-24-0110

上天草警察署 〒869-3603 熊本県上天草市大矢野町中11582番地3 0964-56-0110

牛深警察署 〒863-1902 熊本県天草市久玉町5705番地4 0969-73-2110
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熊本県健康福祉部長寿社会局 

 認知症施策・地域ケア推進課 

認知症施策推進班 

〒862-8570 

 熊本市中央区水前寺６丁目１８番１号 

 TEL 096-333-2216 

  FAX 096-384-5052 


